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１．は じ め に

周知のように，国際会計基準審議会

（International Accounting Standards
 

Board，以下，IASBと略する。）が，公表

している国際財務報告基準（International
 

Financial Reporting Standards，以下，

IFRSと略する。）は，原則主義を採用して

いる。原則主義を採用する会計基準において

は，各種の会計処理の判断基準となる個別の

会計基準と同等以上に，会計基準を設定する

ための基準，すなわち，メタ基準としての概

念フレームワークの役割が重要であることは

いうまでもない。

IASBでは，ながらく，国際会計基準委員

会（International Accounting Standards
 

Committee，以下IASCと略する。）によっ

て1989年７月に公表された『財務諸表の作

成に関するフレームワーク』（Framework
 

for the  Preparation and Presentation of
 

Financial  Statements：以下，IASC概念フ

レームワークと略する。）をメタ基準として

の役割を担う概念フレームワークとして採用

してきた 。

しかしながら，IASBは，現行のIASC概

念フレームワークには，大きな問題点がある

との見地に立ち，2004年から新たな概念フ

レームワークの制定を志した。ここにいう問

題点とは，主に次の３つである。

①重要な領域を扱っていない。例えば，現

行の「概念フレームワーク」は，測定，

表示及び開示や，報告企業の識別方法に

ついて，非常にわずかなガイダンスしか

提供していない。

②一部の領域でのガイダンスが不明確であ

る。例えば，資産と負債の現行の定義に

は改善の余地がある。

③現行の「概念フレームワーク」の一部の

側面は，時代遅れになっており，IASB

の現在の考え方を反映できていない。例

えば，現行の「概念フレームワーク」で

は，資産又は負債は経済的資源のフロー

が生じる可能性が高い場合にだけ認識す

べきと述べている。しかし，IASBは，

一部の状況において，経済的資源のフ

ローの可能性が高くなくても，資産又は

負債を認識した方が有用な情報を提供す

ることになると結論を下した。
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IASBは上述のような問題意識の下，会計

基準の制定に関して国際的に多大な影響力を

有しているアメリカ財務会計基準審議会

（Financial Accounting Standards Board：

以下，FASBと略する。）と共同で，「概念

フレームワーク」プロジェクトを立ち上げ，

メタ基準としての新たな概念フレームワーク

の制定に注力してきた 。しかし，2010年に

一端，FASBとの「概念フレームワーク」

プロジェクトを中断し，2011年のアジェン

ダにおける公開協議を経て，2012年からは，

IASB単独による概念フレームワークの開発

プロジェクトに着手することとなった 。そ

して，その成果として，2013年６月に討議

資料『「財務報告に関する概念フレームワー

ク」の見直し』（Discussion  Paper: A
 

Review of  the Conceptual  Framework for
 

Financial Reporting：以下，IASB『討議資

料』と略する。）を公表するに至った。

本稿では，まず，IASB『討議資料』が公

表されるまでのIASBとFASBによる共同

の「概念フレームワーク」プロジェクトを考

察するために，2010年９月に公表された共

通の概念フレームワーク『財務報告に関する

概念フレームワーク2010』（Conceptual

 

Framework  for Financial  Reporting
 

2010），「第１章：一般目的財務報告の目的」

と「第３章：有用な財務情報の質的特性」の

吟味を行い，これらの成果が，既存のIASC

概念フレームワークにどのように組み込まれ

たのかを確認する。そして，かかる考察を踏

まえて，2013年６月にIASBから単独の成

果として公表されたIASB『討議資料』にお

いて示される概念フレームワークの骨子を検

証することで，今後，IASBが，確立を目指

す概念フレームワークの方向性を確認してみ

たい。

２．IASB『討議資料』公表までの「概
念フレームワーク」プロジェクト

2.1.共同「概念フレームワーク」プロジェ

クト

IASBとFASBによる共同の「概念フ

レームワーク」プロジェクトは，以下の８つ

のフェーズから構成されている。また，その

作業は，一つひとつのフェーズを段階的に解

決して行く，いわゆる段階的アプローチに

よって進められてきた。

IASBとFASBが，新たな「概念フレー
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表1 IASBとFASBによる「概念フレームワーク」プロジェクトのフェーズと進捗

フェーズ ステータス

Ａ 目的および質的特性

討議資料の公表

公開草案の公表

最終化

2006年７月

2008年５月

2010年９月

Ｂ 構成要素（定義，認識及び認識の中

止）

資産の定義について暫定的に合意

その他の事項で一部議論も討議資料の公表はなし

Ｃ 測定 一部議論も討議資料の公表はなし

Ｄ 報告企業
討議資料の公表

公開草案の公表

2008年５月

2010年３月

Ｅ 表示及び開示を含む財務報告の境界
作業されていないが，財務諸表の表示プロジェクト

で概念的な議論を一部実施

Ｆ 概念フレームワークの目的 作業されていない

Ｇ 他の事業体への適用可能性 作業されていない

Ｈ フレームワーク全体の見直し 作業されていない
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ムワーク」プロジェクトを進める一つの理由

は，各種の会計基準が明確に首尾一貫した原

則に基づくべきであるという理念を両会計基

準セッターが共有していることにある。ここ

にいう原則とは，商慣習をよせ集めたものを

原則とするのではなく，基本的な概念に根差

したものを意図している。そして，財務報告

が一貫して有用であるためには，会計基準全

体とその適用が，健全かつ包括的であるとと

もに，内的な首尾一貫性が担保された概念フ

レームワークの存在が必要不可欠なのである。

これまで，IASBならびにFASBにおけ

る既存の概念フレームワーク（すなわち，

IASC概念フレームワークとFASB概念フ

レームワーク）は，まさに，首尾一貫した会

計基準の適切な基礎として役立ちうる概念を

明確に提示するものであった。しかしながら，

両会計基準セッターにおける既存の概念フ

レームワークにおける首尾一貫した原則を確

立するために提示された各種の基本的な概念

は，それが設定されてから20年以上の時が

経過するのなか，新たに発生した市場の環境

変化などに首尾よく対応することが困難とな

り，近年，その改訂が必要に迫られるに至っ

たのである。そこで，IASBとFASBによ

る共同の「概念フレームワーク」プロジェク

トが開始され，2010年９月にフェーズＡの

成果として，共通の概念フレームワーク「第

１章：一般目的財務報告の目的」と「第３

章：有用な財務情報の質的特性」が公表され

たのである 。そこで，次に，フェーズＡに

おける２つの成果に関する概略を吟味してみ

る。

2.2.一般目的財務報告の目的

IASBとFASBは，近年の企業を取り巻

く環境変化に伴う既存の概念フレームワーク

の陳腐化に対処するために，まず，財務報告

の目的に関する改訂を試みている。

2.2.1.目的

「第１章：一般目的財務報告の目的」では，

財務報告の目的として，次のような内容が示

されている 。

「一般目的財務報告の目的は，企業に資源

を提供するかどうかの意思決定を行う上で，

既存の及び潜在的な投資者，融資者，及びそ

の他の債権者にとって有用な報告企業に関す

る財務情報を提供することにある。」

ここにいう意思決定とは，持分商品や負債

商品の取得，売却，保持，資金の貸付や返済，

そして，その他の与信意思決定などを意味し

ている。また，これらの意思決定の本質は，

将来の正味キャッシュ・インフローに関する

企業の予測を評価することにある。そして，

利用者に提供される情報とは，以下の２種類

の情報とされている。

①企業の経済的資源及び企業に対する請求

権に関する情報

②企業の経営者及び取締役会が企業の資源

を利用する責任をどれだけ効率的かつ効

果的に履行してきたのかについての情報

なお，経営者による責任の履行に関する情

報は，経営者の行動に対する議決権を有する

現在の投資者や経営者の行動に影響を与える

融資者にとって有用な情報でもある 。

ところで，上述の一般目的財務報告の利用

者たちは，報告企業に対して直接，情報提供

を要求することはできない。したがって，必

要な財務情報を入手するための手段として一

般目的財務報告書に頼らざるを得ない状況に

ある。しかしながら，一般目的財務報告書は，

かれら利用者の必要とする情報のすべてを提

供するものではなく，また，提供することも

できない 。では，一般目的財務報告書は，

概念フレームワークプロジェクトについて(庄司)
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何によって，利用者の意思決定に資する情報

を提供するのであろうか。その役割は，報告

企業の経済的資源，請求権，並びに，資源及

び請求権の変動に関する情報に委ねられてい

るのである。そこで，次に，報告企業の経済

的資源，請求権，並びに，資源及び請求権の

変動に関して考察を進めてみる。

2.2.2.報告企業の経済的資源，請求権，並

びに，資源及び請求権の変動に関す

る情報

「第１章：一般目的財務報告の目的」では，

一般目的財務報告書の内容に関して次のごと

く説明している 。

「一般目的財務報告書は，報告企業の財政

状態，すなわち，企業の経済的資源及び報告

企業に対する請求権に関する情報を提供する。

財務報告書は，また，報告企業の経済的資源

及び請求権を変動させる取引及びその他の事

象の影響に関する情報を提供する。これらの

情報は，ともに，企業に資源を提供するか否

かの意思決定にとって有用なインプットを提

供するものである。」

１）経済的資源及び請求権

財務報告書の利用者が，報告企業の経済的

資源及び請求権に関する情報を手に入れ，内

容を理解しようとする一つの理由は，報告企

業の経済的資源及び請求権の性質とその金額

に関する情報が，利用者による報告企業の財

務的な強みと弱みの特定に役立つからである。

また，この種の情報は，報告企業の流動性や

支払能力，そして，追加的な資金調達の必要

性や追加的な資金の獲得可能性についての評

価にも役立てることができる。さらに，既存

の請求権に関する優先順位や支払条件に関す

る情報は，報告企業に対して請求権を有する

者の間で，将来キャッシュ・フローがどのよ

うに配分されるかについて，利用者が予測す

ることに役立つ情報といえる 。

つまり，財務報告書の利用者が，経済的資

源及び請求権に関する情報を入手する目的は，

以下の３つということになる。

①報告企業の強みと弱みの解釈

②報告企業の支払能力や資金調達力の解釈

③報告企業の将来キャッシュ・フローの予

測

２）経済的資源及び請求権の変動

報告企業の経済的資源及び請求権の変動は，

当該企業の財務業績と債券又は株式の発行な

どのその他の事象又は取引によってもたらさ

れるものである。したがって，財務報告書の

利用者が，報告企業の経済的資源及び請求権

の変動に関する情報を手に入れ，内容を理解

しようとする理由の一つとしては，報告企業

からの将来キャッシュ・フローの見通しを適

切に評価することにある。また，報告企業の

財務業績に関する情報は，当該企業が，経済

的資源に対して産み出したリターンを理解す

ることにも大いに役立つものでもある。そし

て，企業が生み出したリターンに関する情報

は，報告企業の資源を効率的かつ効果的に利

用する責任を経営者がいかに果たしたかにつ

いての目安を提供するものでもある 。

このように，「第１章：一般目的財務報告

の目的」では，経済的資源及び請求権，並び

に，資源及び請求権の変動に関する情報が，

情報利用者に報告されるべき情報の主とされ

ているのである。ただし，同文献では，以下

の３つの情報も財務報告書の利用者にとって

有用なものであるとされている。

①発生主義会計により反映される財務業績

②過去のキャッシュ・フローにより反映さ

れる財務業績

③財務業績から生じたものではない経済的

資源及び請求権の変動
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ａ.発生主義会計により反映される財務業績

発生主義により反映される財務業績も財務

報告書の利用者にとって有用なものである 。

周知のように，発生主義会計は，取引その

他の事象及び状況が報告企業の経済的資源及

び請求権に与える影響を，現金の受取及び支

払が異なる期間に発生するとしても，それら

の影響が発生する期間に描写するという特徴

を持っている。したがって，発生主義会計に

より反映される財務業績は，報告企業の経済

的資源及び請求権ならびにその経済的資源及

び請求権の変動に関する情報の方が，当該期

間の現金収入及び現金支払のみに関する情報

よりも，企業の過去及び将来の業績を評価す

るためのより良い基礎を提供することに対し

て重要性をもっているのである。

また，発生主義会計により反映される財務

業績は，報告企業が，利用可能な経済的資源

をどの程度増加させたのかを示すものでもあ

る。つまり，この種の情報は，営業活動を通

じて（投資者および債権者から追加的な資源

を直接入手することによってではなく）正味

キャッシュ・インフローを生み出す能力を示

すものといえる。

ｂ.過去のキャッシュ・フローにより反映さ

れる財務業績

さらに，過去のキャッシュ・フローにより

反映される財務業績も財務報告書の利用者に

とって有用なものである 。

ある期間中の報告企業のキャッシュ・フ

ローに関する情報は，企業が将来の正味

キャッシュ・インフローを生み出す能力を利

用者が評価することに役立つものである。ま

た，当該情報は，報告企業がどのように資金

を獲得し支出しているのかを示すものであり，

これには，負債の借入及び返済，投資者に対

する現金配当又はその他の現金分配，ならび

に企業の流動性又は支払能力に影響を与える

可能性のあるその他の要因に関する情報が含

まれている。とりわけ，キャッシュ・インフ

ローに関する情報は，利用者が報告企業の営

業活動を理解すること，そして，企業の財務

及び投資活動を評価すること，さらに，企業

流動性又は支払能力の検討や財務業績に関す

るその他の情報を解釈するために役立つ情報

図1 フェーズＡにおける財務報告の目的

財務報告の目的

財務情報の利用者の意思決定有用性

①投資意思決定

②与信意思決定

※本質としては，将来の正味キャッシュ・インフロー

に関する企業の予測を評価すること

財務情報の利用者の意思決定有用性を担保するもの
①経済的資源及び請求権に関する情報
：資産及び負債に関する情報
②経済的資源及び請求権の変動に関する情報
：包括利益に関する情報(純資産増加）
a.発生主義会計により反映される財務業績
：獲得利益に関する情報(収益費用差額）
b.過去のキャッシュ・フローにより反映される財務業績
：キャッシュ・フロー情報(営業・財務・投資キャッシュ・フロー情報)
c.財務業績から生じたものではない経済的資源及び請求権の変動
：追加的資金調達に関する情報

― ―183

概念フレームワークプロジェクトについて(庄司)



なのである。

ｃ.財務業績から生じたものではない経済的

資源及び請求権の変動

最後に，財務業績から生じたものではない

経済的資源及び請求権の変動も財務報告書の

利用者にとって有用なものである 。

報告企業の経済的資源及び請求権は，追加

的な所有持分の発行等の財務業績以外の理由

によっても変動することがある。この種の変

動に関する情報は，報告企業の経済的資源及

び請求権がなぜ変動したのか，また，それら

の変動が将来の財務業績に及ぼす影響がいか

なるものかについて，利用者に十分に理解さ

せるために必要な情報なのである。

ここまでの検討を図１にまとめてみる。図

１において，注目すべきことは，一般目的財

務報告は，情報利用者の意思決定に資するこ

とを目的としており，その内容は，経済的資

源及び請求権とそれらの変動に関する情報が

中心であるという点にある。すなわち，

IASBとFASBの「概念フレームワーク」

プロジェクトでは，財務報告の目的に関して，

意思決定有用性アプローチと資産負債アプ

ローチという基本的な概念を用いて展開して

いるのである。言い換えれば，IASBと

FASBは，各種の会計基準が明確に首尾一

貫した原則に基づくべきであるという両会計

基準セッターの理念を実現するために，意思

決定有用性アプローチと資産負債アプローチ

という概念に根差した概念フレームワークの

確立を目指しているのである。

2.3.有用な財務情報の質的特性

上述のごとく，IASBとFASBによる

「概念フレームワーク」プロ ジェク ト：

フェーズＡの成果としての財務報告の目的は，

情報利用者の意思決定有用性に資する情報を

提供することある。では，情報利用者の意思

決定に資する情報の特性とは，如何なるもの

であるのか。これについての答えとして，

フェーズＡの今ひとつの成果として，「第３

章：有用な財務情報の質的特性」が存在して

いる。その構成は，以下の３つに分類されて

いる。

①基本的なの質的特性

②補強的な質的特性

③有用な財務情報に対するコストの制約

2.3.1.有用な財務情報の質的特性

「第３章：有用な財務情報の質的特性」で

は，財務情報が有用であるべきだとすれば，

目的適合的（relevance）で，かつ，表現し

ようとしているものを忠実に表現（faithful
 

representation）しなければならないとされ

ている。また，財務情報の有用性は，それが，

比較可能で，検証可能で，適時で，理解可能

であれば，補強されるものと説明されてい

る 。

2.3.2.基本的な質的特性

ａ.目的適合性（relevance）

目的適合性のある情報は，利用者によって

行われる意思決定に差異をもたらしうる。つ

まり，ここにいう目的適合性とは，情報が，

利用者による意思決定に差異を生じさせるこ

とができること意味しているのである 。換

言すれば，目的適合性とは，財務情報の利用

者の意思決定を変化させるという意味におい

て，意思決定との関連性を意味しているので

ある。なお，財務情報が，意思決定に差異を

生じさせる目的適合性を有するためには，予

測価値（predictive value），確認価値（con-

firmatory value）という下位概念を充足し

ていることが条件となっている。

ａ-1.予測価値（predictive value）

ここにいう予測価値とは，将来の結果を予
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測するために，その利用者が用いるプロセス

へのインプットとして財務情報を用いること

ができることを意味している 。

財務情報が，予測価値を有するためには，

予測又は予想そのものである必要はない。つ

まり，予測価値を有する財務情報は，利用者

が自ら予測を行うために用いられるのである。

ａ-2.確認価値（confirmatory value）

確認価値とは，財務情報を用いて，過去の

評価に関するフィードバックを提供する（過

去の評価を確認するか又は変更する）ことを

意味している 。

つまり，投資家などの財務情報の利用者は，

意思決定を行う上で，財務情報から，報告企

業の過去の評価を判断するためのフィード

バックを得ることを望んでおり，それに資す

る価値を財務情報が持っていることが，目的

適合性を担保することになるのである。

予測価値と確認価値は，相互に関係するも

のであり，財務情報が予測価値を有する場合

には，確認価値も併せてもっていることが多

い 。なお，目的適合性という質的特性は，

財務情報の利用者の意思決定に変化をもたら

すか否かによって，その情報の性質と金額の

観点から，重要性が判断されうるという性質

も包含している点も考慮しておかなければな

らない 。

ｂ.忠実な表現（faithful representation）

財務報告書は，経済現象を言語と数字に

よって表現するものである。財務情報が，有

用であるためには，目的適合性のある現象を

表現するのみでなく，表現しようとしている

現象を忠実に表現しなければならない 。こ

のような財務情報の質的特性を，「第３章：

有用な財務情報の質的特性」では，忠実な表

現と説明している。

また，ここにいう忠実な表現は，次の３つ

の下位概念を満たすことで達せられるものと

されている。

①完全性（complete）

②中立性（neutral）

③誤謬がない（free from error）

ｂ-1.完全性（complete）

完全性とは，描写される現象を利用者が理

解するために必要なすべての情報（すべての

必要な記述及び説明を含む）が含まれること

を指している 。

ｂ-2.中立性（neutral）

ここにいう中立性とは，利用者が，有利又

は不利に受取られる確率を増大させるための，

歪曲，ウェイト付け，強調，軽視，その他の

操作が行われないことを意味している 。つ

まり，中立性とは，恣意的な情報の歪曲など

によって，利用者の意思決定に影響を及ぼす

ことを否定する質的特性なのである。

ｂ-3.誤謬がない（free from error）

誤謬がないとは，描写される現象を描写す

る際に記述に誤謬や脱漏がないことを，そし

て，報告された情報を作成するのに用いられ

たプロセスにおいて誤謬がないことを意味し

ている。

なお，忠実な表現をという質的特性を支え

る３つの下位概念のすべてが，完璧に達成さ

れることは稀である。したがって，IASBと

FASBが目指すのは，忠実な表現を可能な

範囲で最大化することにある 。

2.3.3.補強的な質的特性

「第３章：有用な財務情報の質的特性」で

は，基本的な質的特性を補強するものとして，

次の４つの質的特性が提示されている。
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①比較可能性（comparability）

②検証可能性（verifiability）

③適時性（timeliness）

④理解可能性（understandability）

つまり，上記の４つは，目的適合性を有し，

かつ，忠実に表現されている財務情報の有用

性を補強する特性なのである 。

ａ.比較可能性（comparability）

財務情報は，異なる企業間ならびに同一企

業の別の期間における類似情報と比較するこ

とで，よりその有用性を高めることができる。

したがって，ここにいう比較可能性とは，項

目間の類似点と相違点を利用者が識別し理解

することを可能ならしめる質的特性というこ

とになる 。

比較可能性を確保するためには，首尾一貫

性（consistency）がなければならない。な

お，首尾一貫性とは，次の２点が達成されて

いることを指している 。

①同一企業の各会計期間においては，同一

の項目について同一の処理がなされるこ

と

②異なる企業間においても，同一の項目に

ついて同一の処理がなされること

なお，基本的な質的特性である目的適合性

と忠実な表現を充足することで，ある程度の

比較可能性は確保することができる。

ｂ.検証可能性（verifiability）

検証可能性とは，異なる知識のある独立し

た観察者が，必ずしも完全な一致ではないに

しても特定の描写が忠実な表現であるという

合意に達することができることを意味してい

る 。

なお，この特性は，基本的な特性である忠

実な表現を補完する特性である。

ｃ.適時性（timeliness）

一般的に，情報の有用性は，情報の新旧と

対応している。すなわち，情報は，新しけれ

ば新しいほど，有用性は高くなり，古くなれ

ばなるほど，有用性は低くなる傾向にある。

つまり，ここにいう適時性とは，意思決定者

の意思決定に影響を与えことができるように，

遅延なく意思決定者が情報を利用できること

を意味しているのである 。

ｄ.理解可能性（understandability）

ここにいう理解可能性とは，財務情報が有

用であるために，明瞭かつ簡潔に情報を分類

し，特徴付けし，表示することを意味してい

る 。

報告企業の経済現象の中には，本質的に複

雑で理解が容易ではないものも含まれている。

そうした事象を除外すれば，情報の理解可能

性は高まるが，完全性は損なわれることにな

る。つまり，これらの質的特性の間には，コ

ンフリクトないしトレード・オフ関係が生じ

るのである。

上述した４つの補強的な質的特性は，あく

まで，目的適合性と忠実な表現という基本的

な質的特性を前提としたものであり，情報が，

いくら補完的な質的特性を有するものであっ

たとしても基本的な特性を有しないかぎり，

その有用性は存在することはない。

2.3.4.有用な財務報告に対するコストの制

約

「第３章：有用な財務情報の質的特性」で

は，財務報告によって提供される情報につい

て，コストを制約条件としている。

財務情報の報告には，コストがかかるが，

それらのコストは，当該情報を報告すること

によるベネフィットにより正当化されるもの

でなければならない。なぜなら，情報の作成

にかかる各種のコスト（情報の収集・加工・
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検証・配布コスト）は，最終的には，財務情

報の利用者のリターンの減少として財務情報

の利用者自身が負担することになり，また，

財務情報の分析にかかるコストも利用者が負

担することになるからである 。すなわち，

情報が報告されることによるベネフィットに

よって正当化され得ないコストを含んでいる

情報は，財務情報の利用者にとって有用な情

報とはなりえないのである。

本章の考察で明らかなように，IASBと

FASBによる「概念フレームワーク」プロ

ジェクト：フェーズＡは，財務報告の目的，

すなわち，財務情報の利用者の意思決定有用

性を達成することをその根幹に据えている。

つまり，意思決定有用性アプローチを基礎的

な概念として採用し，概念フレームワークの

形成をならしめようとするプロジェクトの方

向性が，ここに表れているのである。

３．基礎的な概念としての意思決定有
用性アプローチ

3.1.意思決定有用性アプローチの契機

意思決定有用性アプローチとは，財務情報

の利用者の意思決定有用性を最大の目的とす

る基礎的な概念の総称である。かかる基礎的

な概念が注目を集める契機となったのは，ア

メリカ会計学会が，1966年に公表した『基

礎的会計理論に関する報告書（A Statement
 

of  Basic Accounting Theory）』によるとこ

ろが大きい。その後，かかる基礎的な概念は，

アメリカ公認会計士協会が公表したトゥルー

ブラッド委員会報告書にも継承されている。

そして，FASB概念フレームワークの形成

に関連して公表された討議資料『財務会計お

よび財務報告のための概念フレームワークに

関する諸問題の検討：財務諸表の構成要素お

よびそれらの測定』（An Analysis of  Issues
 

related  to  Conceptual  Framework  for
 

Financial  Accounting and Reporting: Ele-

ments of  Financial  Statements and Their

図2 財務情報の質的特性の構造
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Measurement，以下，FASB『討議資料』

と略する。）における中心的論争点としても

取り上げられている。

本稿では，IASBとFASBによる「概念

フレームワーク」プロジェクト：フェーズＡ

における意思決定有用性アプローチという基

礎的な概念の根差すところを解明するため，

意思決定有用性アプローチを概念フレーム

ワークの基礎的な概念として導入している

FASB『討議資料』における同概念の位置付

けに関して検討を加えてみる。

3.2.FASB『討議資料』における有用な財

務情報の質的特徴

FASB『討議資料』における意思決定有用

性アプローチに関する陳述は，「第 部 質

的特徴 第７章 有用な財務情報の質」でな

されている。かかるFASB『討議資料』第

部第７章の中心的議題は，情報利用者の意

思決定に有用な情報の質的特徴を吟味し，説

明することに存在している。つまり，FASB

『討議資料』は，会計を情報システムとして

捕らえ，かかるシステムによって出力される

情報が，利用者にとっての有用であるべきも

のでなければならないという見解に立脚して

いるのである。敷延すれば，FASB『討議資

料』は，基礎的な概念として意思決定有用性

アプローチを採用しているのである。

ここでは，FASB『討議資料』における会

計情報の質的特徴を吟味し，同文献における

基礎的な概念としての意思決定有用性アプ

ローチの含意を明瞭にさせるために，まず，

そこで提示される各種の質的特徴に関して検

討を加えてみる。

FASB『討議資料』では，情報利用者の意

思決定に有用な情報の質的特徴として次の四

つの特徴が，提示されている 。

ａ.目的適合性（relevance）

まず，目的適合性である。FASB『討議資

料』では，目的適合性を情報利用者の意思決

定有用性を確保するために最も優先されなけ

ればならない質的特徴として位置付けている。

それは，FASB『討議資料』が，その主要な

目的を投資者及び債権者の意思決定に目的適

合した情報を識別すること，そして，有用な

財務情報の他の質的特徴に関連し，その情報

を測定及び伝達する方法を見出すこととして

いるからである 。つまり，情報利用者に

とって目的に適合し得ない情報は，意思決定

に際して何らの有用性も存在し得ない情報と

いわざるを得ないのである。

ｂ.測定可能性（measurability）

次に，提示される質的特徴は，測定可能性

である。周知のごとく，財務会計及び財務諸

表に，通常，含め入れられる情報は，貨幣的

表現（あるいは貨幣単位または貨幣の購買力

単位）によって計量可能でなければならない。

財務諸表外の情報は，注記もしくは，補足的

情報として開示されているが，これらは，財

務諸表情報と同様，複式記入を共通の分母と

するものであり，何らかの貨幣的表現に裏付

けられている 。したがって，測定可能性と

いう会計情報の質的特徴は，情報利用者が意

思決定をくだす際，会計情報をある一定の測

定尺度によって判断するために不可欠なもの

といえる。言い換えれば，測定尺度を有さな

い情報は，情報利用者の意思決定において，

測定尺度を有する情報よりも，有用性が低い

のである。

ｃ.信頼性（reliability）

次いで，信頼性なる質的特徴が吟味されて

いる。信頼性とは，情報を用いる人が，信頼

を有する情報に頼るようにさせる特徴であ

る 。ことさらではあるが，情報利用者は，

信頼しうる情報を基にその意思決定を行うこ

とを望んでいる。したがって，会計情報に信

頼性がない場合，かかる情報は，情報利用者
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の意思決定に何らの有用性も有していないの

である。なお，FASB『討議資料』において

かかる質的特徴は，「測定値と測定された属

性の一致」，「客観性，不偏性，または中立

性」，「検証可能性」，「将来の不確実性」など

の下位概念によって支えられている。

ｄ.比較可能性（comparability）

最後に，比較可能性が有用な情報の質とし

て提示されている。情報利用者，とりわけ，

投資者は，通常，複数の代替的な投資機会を

比較することで，投資意思決定を行っている。

つまり，投資者は，財務諸表情報に対して，

単一の企業においては，期間比較可能性を，

そして，複数の企業間においては，同時点に

おける他社比較可能性の両方を望んでいるの

である。したがって，情報利用者の意思決定

に有用な情報という場合，比較可能性は，最

も重要な質的特徴の一つとして位置付けられ

るのである 。

このように，FASB『討議資料』における

会計情報の質的特徴は，目的適合性，測定可

能性，信頼性，比較可能性という質的特徴を

すべて，情報利用者の意思決定有用性という

観点より導き出している。これは，FASB

『討議資料』が，その基礎的な概念として意

思決定有用性アプローチを採用している根拠

に他ならない。

IASBとFASBによる「概念フレーム

ワーク」プロジェクト：フェーズＡにおいて

示唆される有用な財務情報の質的特性と

FASB『討議資料』において提示される質的

特徴とは，その表現と構成に若干の相違はあ

るにせよ，意思決定に有用な情報を利用者に

提供するという前提，すなわち，意思決定有

用性アプローチを同一にしていることが明ら

かである。

なお，次の図３は，FASB『討議資料』に

おける質的特徴の構造である。この構造は，

FASB概念フレームワークへ，そして，

IASC概念フレームワークへと構成と形を修

正しながら，その後，前述したIASBと

FASBによる「概念フレームワーク」プロ

ジェクト：フェーズＡの財務情報の質的特性

の構造へ発展して行くことになる。

４．む す び に

前述したように既存のIASBにおける概

念フレームワークは，IASCによって1989

年７月に公表されたIASC概念フレーム

ワーク（『財務諸表の作成に関するフレーム

ワーク』）である。周知のように，かかる

IASC概念フレームワークは，９つのパート

からの構成されている。

『財務諸表の作成及び示のためのフレーム

ワーク（1989）』

序文

図3 FASB『討議資料』における有用な財務情報の質的特性の構造
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はじめに

財務諸表の目的

基礎となる前提

財務諸表の質的特徴

財務諸表の構成要素

財務諸表の構成要素の認識

財務諸表の構成要素の測定

資本及び資本維持の概念

現時点，IASBは，上述のIASC概念フ

レームワークの構成をFASBとの「概念フ

レームワーク」プロジェクト：フェーズＡの

成果を踏まえて，次の５つの構成からなる概

念フレームワークを公表している。

以下が，「概念フレームワーク」プロジェ

クト：フェーズＡの成果を踏まえたIASB

における概念フレームワークの構成である。

『財務報告のための概念フレームワーク

（2010）』

はじめに

第１章 「一般目的財務報告の目的」

第２章 「報告企業」（公開草案まで）

第３章 「有用な財務情報の質的特性」

第４章 「フレームワーク（1989）：

残る本文」

そして，2013年に公表されたIASB『討

議 資 料』は，第 ４ 章「フ レーム ワーク

（1989）」：残る本文を改訂するためのものな

のである。

なお，IASB『討議資料』は，９つのセッ

ションから構成されている。以下がその構成

である。

討議資料『「財務報告に関する概念フレーム

ワーク』（2013）

セッション１：はじめに

セッション２：財務諸表の構成要素

セッション３：資産及び負債の定義を補足

するための追加的ガイダン

ス

セッション４：認識及び認識の中止

セッション５：持分の定義及び負債と資本

性金融商品との区別

セッション６：測定

セッション７：表示及び開示

セッション８：包括的利益計算書における

表示―純損益とその他包

括利益―

セッション９：その他の論点

そして，これら３つの段階の概念フレーム

ワークの構成の関係は，図４のようになって

いる 。

図４で，明らかなように，IASB『討議資

料』は，先のFASBと共同の「概念フレー

ムワーク」プロジェクト：フェーズＡにおけ

る第４章「フレームワーク（1989）」：残る本

文を補完するものであることが理解される。

また，前述したように，FASBと共同の

「概念フレームワーク」プロジェクトでは，

８つのフェーズで概念フレームワークの改訂

を行うことになっている。この８つのフェー

ズと，今回のIASB『討議資料』における各

セッションの対応は，次の表２のようになる。

ところで，IASB『討議資料』は，これま

でのIASC概念フレームワークに対して，

次のような改訂と追加を行うことを提案する

ものとなっている 。

⒜「概念フレームワーク」の主たる目的につ

いての記述の改訂

⒝資産及び負債の定義の改訂

⒞資産及び負債の定義の適用に関するガイダ

ンスの追加

⒟どのような場合に資産及び負債を認識すべ

きなのかに関するガイダンスの改訂

⒠どのような場合に資産及び負債の認識の中

止を行うべきなのかに関するガイダンス
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図4 IASB概念フレームワークの構成の変化

表2「概念フレームワーク」プロジェクトのフェーズとIASB『討議資料』セッションの対応

フェーズ ステータス IASB『討議資料』
セッション

Ａ 目的および質的特性
討議資料の公表
公開草案の公表
最終化

Ｂ 構成要素（定義，認識及び認識の
中止）

資産の定義について暫定的に合意
その他の事項で一部議論も討議資料の公表は
なし

セッション２・３・
４・５

Ｃ 測定 一部議論も討議資料の公表はなし セッション６

Ｄ 報告企業
討議資料の公表
公開草案の公表

Ｅ 表示及び開示を含む財務報告の境
界

作業されていないが，財務諸表の表示プロ
ジェクトで概念的な議論を一部実施

セッション７・８

Ｆ 概念フレームワークの目的 作業されていない

Ｇ 他の事業体への適用可能性 作業されていない

Ｈ フレームワーク全体の見直し 作業されていない
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⒡報告企業に対する持分請求権に関する情報

を提供する新しい方法

⒢IASBが新基準又は改定基準での測定を

選択する際の導きとすべき概念に関するセ

クションの新設

⒣表示及び開示に関するセクションの新設

⒤純損益をその他の包括利益（OCI）と区別

するための原則の新設

上述のIASB『討議資料』における概念フ

レームワークへの新たな提案は，大別して次

の３つに分類できる。

①既存のIASC概念フレームワークの改

訂

②新たな会計事象への対応

③適用ガイダンスの追加

つまり，IASB『討議資料』は，ただ単に，

IASC概念フレームワークの改訂を行うこと

を目的としたものではなく，これまで，

IASBにおいて議論されてきたさまざまな問

題に対処するための提案が盛り込まれている

のである。例えば，⒠に関する新設は，主に

金融商品の認識の中止に関わる新設であり，

⒤の提案は，包括利益に関わることはいうま

でもない。そして，IASB『討議資料』にお

ける今ひとつの特徴として，適用ガイダンス

の追加があげられる。すなわち，IASB『討

議資料』では，実際の事例を概念フレーム

ワークの中に盛り込むことで，新たな会計基

準を設定するためのメタ基準としての概念フ

レームワークの役割の拡充を試みようとして

いるのである。なお，既存のIASC概念フ

レームワークの改訂に関する提案の主は，資

産及び負債の定義の変更である。利益観とし

て資産負債アプローチを採用するIASC概

念フレームワークでは，何をもって資産及び

負債と認識するか，あるいは，何をもって資

産及び負債の認識を中止すべきかの問題は，

会計における認識と測定の中心，すなわち，

基礎的プロセスであり，IASB『討議資料』

においても，かかる資産及び負債の定義は，

概念フレームワークの根幹となっているので

ある。

以上，本稿の検証から，IASBは，FASB

との「概念フレームワーク」プロジェクト：

フェーズＡにおいては，フレームワークの形

成のための基礎的な概念としての意思決定有

用性アプローチを中心とした提案を行い，こ

の度のIASB単独によるIASB『討議資料』

では，基礎的な概念としての資産負債アプ

ローチに基づくフレームワークの形成を主張

していることが確認された。言い換えれば，

意思決定有用性アプローチと資産負債アプ

ローチは，概念フレームワークを形成するた

めの両輪であり，この二つの基礎的な概念の

存在無くして，IASBの目指す概念フレーム

ワークの確立はあり得ないのである。

なお，IASB『討議資料』の提案は，2014

年１月14日までによせられたコメントを勘

案した上で，2014年８月に概念フレーム

ワークに関する公開草案が公表し，次いで，

2015年９月に最終的な概念フレームワーク

を制定する予定になっている。

注

1)IASCは，1988年５月に公開草案『財務諸表

の作成表示に関する枠組み』（Framework  for
 

the Preparation and Presentation of  Financial
 

Statements）を公表した。その後，1989年７月

に，正式に概念フレームワークとして公表され，

各国の会計基準設定機関は，かかるIASC概念

フレームワークと自国における既存の会計制度と

の調整を積極的に行うことになる。そして，2001

年４月にIASBによって，IASC概念フレーム

ワークが採用される経緯を辿る。

2)Discussion Paper: A Review of the Conceptual
 

Framework  for Financial  Reporting,IASB,

July 2013.par.1.1.
3)IASBは，FASBとの共同プロジェクトから自
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身の単独プロジェクトへの移行にともない，概念

フレームワークの開発アプローチも段階的アプ

ローチから，一括アプローチに変更した。

これまで，FASBでは，概念フレームワーク

の制定に関しては，財務諸表の目的，情報の質的

特徴，構成要素，認識および測定というように，

段階的に概念フレームワークにおいて論じられる

メタ基準について時間をかけて公表してきた。し

たがって，IASBとFASBの共同プロジェクト

においては，８つのフェーズに分割して段階的に

概念フレームワークを公表する予定であった。

これに対し，一括アプローチは，それらの全て

を一括して検討し公表するというものである。

Ibid (IASB Discussion Paper).,par.1.10.
4)第２章は，報告企業に関する章に充てる予定に

なっている。

5)Conceptual Framework for Financial Report-

ing 2010, IASB,2010.OB2.-2011『国際財務報

告基準』中央経済社。

6)Ibid., OB4.
7)Ibid., OB5.
8)Ibid., OB12.
9)Ibid., OB13.
10)Ibid., OB15-16.
11)Ibid., OB17.
12)Ibid., OB20.
13)Ibid., OB21.
14)Ibid., QC4.
15)Ibid., QC5.
16)Ibid., QC8.
17)Ibid., QC9.
18)Ibid., QC10.
19)Ibid., QC11.
20)Ibid., QC12.
21)Ibid., QC13.
22)Ibid., QC14.
23)Ibid., QC12.
24)Ibid., QC19.
25)Ibid., QC20-21.
26)Ibid., QC22.
27)Ibid., QC26.
28)Ibid., QC29.
29)Ibid., QC30.
30)Ibid., QC35-36.
31)FASB『討議資料』では，の四つの質的特徴以

外のものとして「その他の質」なるものを提示し

ている。しかし，会計情報の質的特徴を意思決定

有用性アプローチとの関連において説明するため

に必要不可欠な要素ではなかったので，割愛させ

て頂く。

32)An Analysis of  Issues related to Conceptual
 

Framework  for Financial  Accounting  and
 

Reporting: Elements  of  Financial  Statements
 

and  Their Measurement, FASB Discussion
 

Memorandum,FASB,1976,par.329.
津津守常弘監訳『FASB財務会計の概念フ

レームワーク』中央経済社。

33)Ibid.,par.333.
34)Ibid.,par.339.
35)Ibid.,par.361.
36)図４は，川西安喜「共通の概念フレームワーク

の新章「一般目的の財務報告の目的」と「有用な

財務情報の質的特性」」『会計・監査ジャーナル』

2010年12月53頁の図を加筆した。

37)Op. Cit (IASB Discussion Memorandum).,p8.
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